
行政処分のご報告とお詫び 

  

 

 

弊社は令和 4 年 3 月 30 日付で近畿運輸局より下記の通り行政処分が下りました。 

お客様ならびに関係各位様には多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫

び申し上げます。 

・貸切バス型管理の受委託の未届け（旅客自動車運送事業運輸規則第３５条違反） 

 輸送施設の使用停止処分（６０日車） 

  

本件につきましては、例年通り運行しておりました受委託の更新が漏れていたもので

す。 

社内の管理体制を見直し、法令順守を意識制度両面で強化し、また外部からの監査

を受けることで適正化を図ってまいりたく存じます。 

この度は大変申し訳ございませんでした、今後とも弊社を何卒よろしくお願いいたしま

す。 

 


